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一

は
じ
め
に

近
世
日
本
に
お
い
て
は
「
明
律
」
等
の
中
国
法
の
影
響
を
受
け
た
一
部
の
藩
法
に
は
、
贖
刑
制
度
を
設
け
た
も
の
が
存
在
し
た(1
)。

一

方
で
江
戸
幕
府
の
「
公
事
方
御
定
書
」（
御
定
書
）
に
は
、
こ
う
し
た
贖
刑
（
贖
罪
）
制
度
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(2
)。

し
か

し
な
が
ら
、
幕
府
法
の
財
産
刑
で
あ
る
過
料
刑
に
つ
い
て
贖
刑
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
研
究
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
研

究
は
過
料
刑
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
ま
で
は
存
在
せ
ず
、
同
年
に
八
代
将
軍
の
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
初
め

て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
説
を
採
用
す
る
。
吉
宗
は
「
明
律
」
を
中
心
と
し
た
中
国
法
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
将
軍
と
し
て
知
ら
れ
、
贖

刑
に
つ
い
て
も
周
囲
の
学
者
に
諮
問
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
よ
り
先
行
研
究
は
、
幕
府
の
過
料
刑
は

贖
刑
に
示
唆
を
受
け
て
採
用
さ
れ
た
刑
罰
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

吉
宗
の
中
国
法
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
過
料
刑
が
近
世
法
史
上
、
吉
宗
に
よ
っ
て
初
め
て
採
用
さ
れ
た
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
有
力
な
反
論
が
存
在

す
る
。
本
稿
で
は
幕
府
の
過
料
刑
と
贖
刑
と
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
が
前
提
と
す
る

吉
宗
に
よ
っ
て
過
料
刑
が
初
め
て
採
用
さ
れ
た
と
す
る
説
が
誤
り
で
あ
り
、
吉
宗
以
前
か
ら
幕
府
や
藩
に
お
い
て
過
料
刑
が
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
吉
宗
が
贖
刑
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
採
用
せ
ず
に
過
料
刑
を
存
置
し

た
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

(⚑
)
近
世
藩
法
に
お
け
る
贖
刑
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
藩
法
に
お
け
る
贖
刑
の
研
究
」（
一
）（
二
・
完
）（『
立
命
館
法
学
』
第
三
九
一
号
、

二

立
命
館
法
学

二
〇
二
二
年
三
号
（
四
〇
三
号
）
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第
三
九
六
号
、
二
〇
二
〇
年
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

(⚒
)
牧
健
二
『
日
本
法
制
史
概
論
』
完
成
版
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
八
年
）
三
八
一
頁
参
照
。

二

先
行
研
究
の
概
要

幕
府
の
過
料
刑
と
贖
刑
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
と
し
て
は
、
小
早
川
欣
吾
氏
の
論
文
、
お
よ
び
関
連
す
る
史
料
を
紹
介
さ

れ
た
高
塩
博
氏
の
論
文
、
以
上
の
成
果
と
史
料
に
基
づ
き
具
体
的
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
小
林
宏
氏
の
二
論
文
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
諸
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

⑴

小
早
川
欣
吾
「
明
律
令
の
我
近
世
法
に
及
ぼ
せ
る
影
響(1
)」【

小
早
川
論
文
】

本
論
文
は
徳
川
吉
宗
や
前
田
綱
紀
、
高
瀬
学
山
や
榊
原
篁
洲
、
荻
生
徂
徠
、
荻
生
北
渓
等
の
近
世
の
諸
学
者
の
「
明
律
」
研
究
、
そ

し
て
幕
府
法
や
藩
法
に
対
す
る
「
明
律
」
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
で
あ
る
。
同
論
文
の
第
二
「
幕
府
法
に
対
す
る
明
律
の
影

響
」
イ
「
過
料
刑
の
採
用
に
つ
い
て
」（
二
九
～
三
四
頁
）
に
お
い
て
、
小
早
川
氏
は
吉
宗
の
「
明
律
」
研
究
と
過
料
刑
と
の
関
係
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

小
早
川
氏
は
吉
宗
が
享
保
三
年
に
過
料
刑
を
「
採
用
」
し
た
と
の
立
場
を
採
用
さ
れ
る(2
)。

そ
し
て
「
明
律
」
の
贖
銅
制
が
吉
宗
の
過

料
刑
採
用
に
示
唆
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら
れ
、
直
接
関
係
が
あ
っ
た
と
断
定
し
得
る
資
料
を
発
見
で
き
な
い
と
さ
れ
つ
つ

も
、
以
下
の
史
料
を
傍
証
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
和
歌
山
藩
「
国
律
」
の
人
命
律
中
に
、
幕
府
の
過
料
刑
と
「
明
律
」
と

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

三

726 (1818)



の
関
係
を
示
唆
す
る
文
言
が
存
在
す
る
こ
と(3
)。

も
う
一
つ
は
、
過
料
刑
「
採
用
」
の
翌
享
保
四
年
に
吉
宗
が
そ
の
是
非
に
関
し
て
、
金

沢
藩
主
の
前
田
綱
紀
に
問
い
合
わ
せ
た
と
い
う
史
料
上
の
記
載
（
後
掲
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
明
律
」
を
研
究
す
る
綱
紀
が
過
料
刑
の

採
用
に
賛
意
を
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
吉
宗
は
反
対
意
見
を
排
し
て
過
料
刑
の
存
続
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
る(4
)。

⑵

高
塩
博
「
和
歌
山
藩
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
成
立(5
)」

本
論
文
は
和
歌
山
藩
の
儒
学
者
の
榊
原
篁
洲
が
著
し
、
後
に
高
瀬
学
山
（
喜
朴
）
ら
に
よ
っ
て
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
明
律
注

釈
書
の
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
高
塩
氏
は
幕
府
法
の
過
料
刑
と
贖
刑
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
史
料
を
挙
げ
つ
つ
重
要
な
事
実
を
示
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
の
「
贖
銅
を
め
ぐ
る
参
訂
と
高
瀬
喜
朴
」（
三
八
三
～
三
八

八
頁
）
に
お
い
て
は
、
篁
洲
が
『
大
明
律
例
諺
解
』
に
お
い
て
贖
刑
を
批
判
し
て
い
る
点
や
、『
諺
解
』
の
「
参
訂
」（
訂
正
）
に
お
い

て
学
山
が
こ
れ
に
反
駁
し
て
い
る
点
、
享
保
五
年
に
吉
宗
と
学
山
と
の
間
で
贖
刑
の
是
非
に
関
す
る
問
答
が
な
さ
れ
た
点
（『
喜
朴
考
』）

な
ど
を
新
た
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
基
づ
き
、
幕
府
過
料
刑
に
対
す
る
贖
刑
の
影
響
や
、
篁
洲
と
学
山
の
贖
刑
に
関

す
る
見
解
を
分
析
さ
れ
た
の
が
、
以
下
の
小
林
両
論
文
で
あ
る
。

⑶

小
林
宏
「
徳
川
幕
府
法
に
及
ぼ
せ
る
中
国
法
の
影
響(6
)」【

小
林
中
国
法
論
文
】

本
論
文
「
徳
川
幕
府
法
に
及
ぼ
せ
る
中
国
法
の
影
響
―
―
吉
宗
の
明
律
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
に
お
い
て
は
過
料
刑
に
つ
い
て
、

前
掲
の
高
塩
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
史
料
に
依
拠
し
て
、
吉
宗
が
榊
原
篁
洲
の
贖
刑
批
判
論
の
是
非
に
つ
い
て
高
瀬
学
山
に
諮
問
し
て
い

る
点
や
、
前
田
綱
紀
に
対
し
て
金
沢
藩
に
お
け
る
過
料
刑
の
実
態
に
つ
い
て
諮
問
し
た
点
な
ど
に
着
目
さ
れ
、
そ
の
検
討
の
結
果
と
し

四

立
命
館
法
学

二
〇
二
二
年
三
号
（
四
〇
三
号
）
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て
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
篁
洲
は
五
刑
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
軽
重
を
問
わ
ず
贖
法
を
適
用
す
る
の
は
刑
政
上
、
誤
っ
て
お
り
、
と
く
に
三

流
の
如
き
重
罪
に
贖
法
を
許
す
の
は
良
法
で
は
な
く
（
贖
法
に
応
報
的
、
懲
戒
的
効
果
の
薄
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
）、
且
つ
贖
法
は
受

刑
者
の
貧
富
の
差
に
よ
っ
て
平
等
に
作
用
し
な
い
か
ら
不
公
平
で
あ
り
、
従
っ
て
、
我
が
国
が
近
来
、
贖
法
を
設
け
て
い
な
い
の
は

「
善
政
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た(7
)」。

そ
し
て
、
過
料
刑
に
つ
い
て
綱
紀
も
ま
た
篁
洲
と
同
一
の
見
解
を
有
し
て
い
た

と
さ
れ
る(8
)。

こ
れ
に
対
し
て
「
喜
朴
は
篁
洲
の
説
を
批
判
し
て
、
贖
法
は
国
家
財
政
を
補
う
利
点
が
あ
り
、
又
、
民
に
仁
恵
を
施
す
こ

と
に
な
る
等
の
理
由
か
ら
、
五
刑
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
贖
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
「
仁
政
」
の
一
端
で
あ
る
と
し
、
明
律
に
倣
っ
た
贖

法
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た(9
)」。

以
上
の
論
よ
り
小
林
氏
は
吉
宗
の
過
料
刑
採
用
に
対
す
る
中
国
法
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
幕
府
の
過
料
刑
は
、
唐
明
律

の
贖
の
よ
う
に
実
刑
の
執
行
に
換
え
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
や
行
政
犯
等
に
対
し
て
科
さ
れ
る
基
本

刑(10
)」

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
小
林
氏
は
、
幕
府
法
の
過
料
刑
が
受
刑
者
の
資
産
の
多
少
を
も
考
慮
し
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
、

吉
宗
が
贖
法
の
欠
点
に
関
す
る
篁
洲
や
綱
紀
の
説
を
参
酌
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
よ
う
に
吉
宗
は
中
国
法
か
ら

示
唆
を
得
て
過
料
刑
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
は
明
清
律
の
贖
法
と
は
そ
の
法
的
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た(11
)。」

と

の
結
論
を
示
さ
れ
、
過
料
刑
の
改
善
に
関
す
る
吉
宗
の
態
度
を
評
価
さ
れ
る
。

⑷

小
林
宏
「
徳
川
吉
宗
と
過
料
刑
の
成
立(12
)」【

小
林
過
料
刑
論
文
】

前
掲
の
小
林
中
国
法
論
文
で
は
、
榊
原
篁
洲
と
高
瀬
学
山
は
贖
刑
あ
る
い
は
過
料
刑
に
つ
い
て
相
反
す
る
意
見
を
有
し
て
い
た
と
の

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

五
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見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
本
論
文
「
徳
川
吉
宗
と
過
料
刑
の
成
立
―
―
立
法
に
お
け
る
経
書
の
意
義
に
寄
せ
て
―
―
」
は
、
両
者
の

意
見
に
お
い
て
儒
教
の
古
典
で
あ
る
経
書
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(13
)。

一
「
贖
刑
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
」
に
お
い
て
、
小
林
氏
は
篁
洲
の
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
贖
刑
批
判
論
や
、
学
山
に
よ
る
そ
の
反

駁
（
参
訂
）
を
紹
介
さ
れ
、
両
者
の
記
述
に
『
尚
書
』（『
書
経
』）
の
文
や
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
る(14
)。

二
「
贖
刑
に
関

す
る
経
書
の
注
釈
」
お
よ
び
、
三
「
経
書
の
注
釈
と
学
説
の
形
成
」
で
は
、
贖
刑
に
関
す
る
経
書
の
学
説
の
整
理
が
行
わ
れ
る
と
と
も

に
、
中
国
南
宋
の
学
者
の
蔡
沈
に
よ
る
「
蔡
伝
」（『
書
経
集
伝
』）
や
、
元
の
鄒
季
友
の
『
音
釈
』
等
の
『
尚
書
』
の
注
釈
が
篁
洲
や
学

山
の
意
見
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
篁
洲
の
重
罪
や
五
刑
す
べ
て
へ
の
贖
刑
適
用
を
批
判
し
、
不
平
等
性
を
問

題
視
す
る
説
は
「
蔡
伝
」
や
『
宋
史
』
刑
法
志
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
、
学
山
の
贖
刑
を
財
政
と
仁
政
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
説
に
つ

い
て
も
「
蔡
伝
」
と
は
無
関
係
で
は
な
く
、
こ
れ
に
加
え
『
音
釈
』
の
影
響
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(15
)。

四
「
吉
宗
に
よ
る
過
料
刑
の
採
用
」
で
は
、
こ
う
し
た
篁
洲
や
学
山
の
論
の
吉
宗
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

幕
府
の
過
料
刑
は
基
本
刑
と
し
て
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
や
行
政
犯
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
「
吉

宗
は
結
局
、
喜
朴
の
意
見
を
採
用
せ
ず
、
む
し
ろ
篁
洲
や
綱
紀
の
意
見
に
近
い
も
の
を
有
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う(16
)。」

と
さ
れ
、

『
喜
朴
考
』
を
素
材
に
学
山
の
意
見
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
解
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
喜
朴
考
』
に
お
い
て
学
山
は
、「
中
国
律
の
如
く
疑
罪
や
過
失
殺
傷
罪
に
対
し
て
は
、
死
罪
を
含
む
す
べ
て
の
犯
罪
に
対
し

過
料
刑
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
重
罪
に
対
し
て
も
過
料
刑
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
喜
朴
が
嘗
っ
て
「
尤
罪
ノ
軽

重
ニ
因
テ
贖
銅
ノ
多
少
同
ジ
カ
ラ
ズ
」（
参
訂
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
先
ず
中
国
律
の
如
き
精
緻
な
刑
罰
体
系
を
確
立
し
、
次
に
そ
れ

ぞ
れ
の
刑
罰
の
重
さ
に
対
応
し
て
財
貨
の
額
を
細
か
く
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
司
法
制
度
の
改
革
を
模
索
し
て
い
る
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段
階
に
あ
っ
た
幕
府
や
吉
宗
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た(17
)」。

ま
た
『
諺
解
』
や
綱
紀
の
意
見
に
よ
り
吉
宗
は
、
実
刑
と
異
な
り
受
刑
者
に
対
し
て
平
等
に
作
用
し
な
い
点
な
ど
過
料
刑
（
贖
刑
）

の
も
つ
短
所
や
限
界
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
吉
宗
は
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
や
行
政
犯
に
対
し
て
の
み
過
料
刑
を
適
用
す
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
る(18
)。「

御
定
書
」
の
受
刑
者
の
資
産
に
応
じ
て
徴
収
す
る
応
分
過
料
は
、
こ
う
し
た
不
平
等
性
に
留
意

し
た
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
過
料
の
納
付
困
難
者
に
対
す
る
手
鎖
に
よ
る
代
替
は
、
学
山
の
答
申
に
見
え
る
「
明
律
」
の
「
笞
杖
」
や

「
做
工
」
な
ど
の
実
刑
に
よ
る
贖
刑
の
代
替
執
行
の
制
の
影
響
を
示
唆
さ
れ
る(19
)。

こ
れ
に
続
い
て
、
五
「
吉
宗
の
立
法
と
経
書
」
で
は
、
吉
宗
の
過
料
刑
採
用
の
理
由
に
つ
い
て
、
経
書
と
の
関
係
か
ら
再
度
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
篁
洲
や
学
山
が
と
も
に
『
尚
書
』
や
「
蔡
伝
」
を
重
視
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
学
山
の
意

見
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
き
、
学
山
が
「
蔡
伝
」
を
受
け
て
周
の
穆
王
に
よ
る
五
刑
す
べ
て
に
わ
た
る
贖
刑
の
適
用
を
「
国

家
財
政
の
窮
乏
を
救
う
為
の
「
権
宜
」
の
手
段
、
即
ち
非
常
事
態
に
対
す
る
一
時
の
解
決
策(20
)」

と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、「
喜

朴
が
い
か
に
贖
刑
の
採
用
を
為
政
者
の
「
仁
政
」
に
適
う
も
の
と
し
て
力
説
し
た
と
し
て
も
、
恒
久
的
な
刑
罰
制
度
の
確
立
を
志
向
す

る
吉
宗
に
対
し
て
は
、
や
は
り
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か(21
)。」

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
吉
宗
が
過
料
刑
を
軽
罪
に
の
み
適
用
す
る
刑
罰
と
し
て
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
、「
過
料
刑
の
も
つ
執
行
の
利
便
性
と

共
に
、
そ
の
実
際
的
な
効
果
の
不
平
等
性
に
も
配
慮
し
た
こ
と
、
一
方
、
当
時
幕
府
教
学
の
尊
重
し
た
「
尚
書
蔡
伝
」
の
解
釈
が
彼
の

考
え
る
過
料
刑
の
性
質
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
か
ら
吉
宗
は
経
書
で
あ
る
『
尚
書
』
に
過
料
刑
の
幕
府
公
刑
罰

と
し
て
の
正
当
性
の
論
拠
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
…
…(22
)」

と
の
結
論
を
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
小
早
川
論
文
と
小
林
両
論
文
を
確
認
し
た
限
り
で
は
、
幕
府
法
の
過
料
刑
に
中
国
法
の
贖
刑
の
制
度
が
示
唆
を
与
え
た
と
い
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う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
確
か
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
に
よ
る
過
料
刑
の
「
採
用
」
と
い
う
点
に
関

し
て
は
重
大
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
論
文
で
は
吉
宗
は
そ
れ
ま
で
幕
藩
の
刑
法
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
過
料
刑
を
新
た
に
採
用
し
た
と
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
有
力
な
批
判
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
次
章
で
は
以
上
の
諸
研
究
の
立
場
を
確
認
し
た
う
え
で
、
吉
宗
に
よ
る
過
料
刑
創
設
説
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

(⚑
)
『東
亜
人
文
学
報
』
第
四
巻
第
二
号
（
一
九
四
五
年
）。
吉
原
丈
司
・
竹
内
英
治
編
『
Ｃ
Ｄ
版
小
早
川
欣
吾
先
生
東
洋
法
制
史
論
集
（
増
補

版
）
併
載
：
小
早
川
欣
吾
先
生
略
年
譜
・
著
作
目
録
（
八
訂
稿
）』
ロ
ー
マ
法
・
法
制
史
学
者
著
作
目
録
選
（
第
十
二
輯
）（
常
盤
印
書
館
、

二
〇
一
六
年
）
に
影
印
に
よ
り
再
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
史
料
・
文
献
の
引
用
に
あ
っ
て
は
、
旧
字
・
異
体
字
等
は
原
則
と
し
て

現
用
の
字
体
と
し
た
。

(⚒
)
小
早
川
論
文
・
三
〇
～
三
二
頁
参
照
。

(⚓
)
同
・
三
二
頁
参
照
。

(⚔
)
同
・
三
二
・
三
三
頁
参
照
。

(⚕
)
高
塩
博
『
日
本
律
の
基
礎
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
所
収
。

(⚖
)
小
林
宏
『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
』
第
二
巻
近
世
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
。
初
出
は
『
國
學
院
大
學
日
本

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
四
輯
（
一
九
八
九
年
）。
ま
た
、
同
書
の
神
崎
直
美
書
評
（『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

(⚗
)
小
林
中
国
法
論
文
・
四
一
頁
。

(⚘
)
同
・
四
二
頁
参
照
。

(⚙
)
同
・
四
二
頁
。

(10
)
同
・
四
二
頁
。

(11
)
同
・
四
二
頁
。
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(12
)
小
林
前
掲
書
所
収
。
初
出
は
『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）。

(13
)
小
林
過
料
刑
論
文
・
七
一
頁
参
照
。

(14
)
同
・
七
一
～
七
三
頁
参
照
。

(15
)
同
・
七
八
～
八
一
頁
参
照
。

(16
)
同
・
八
二
頁
。

(17
)
同
・
八
四
頁
。

(18
)
以
上
、
同
・
八
四
頁
参
照
。

(19
)
同
・
八
四
・
八
五
頁
参
照
。

(20
)
同
・
八
六
頁
。

(21
)
同
・
八
七
頁
。

(22
)
同
・
八
七
頁
。

三

徳
川
吉
宗
に
よ
る
過
料
刑
「
創
設
」
説
の
検
討

先
に
挙
げ
た
諸
研
究
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
徳
川
吉
宗
が
過
料
刑
を
創
設
し
た
と
す
る
説
に
は
有
力
な
反
論
が
存
在
す
る
。
本
章
で

は
先
に
掲
げ
た
諸
論
文
に
お
け
る
記
述
を
確
認
し
、
こ
の
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

過
料
と
い
う
刑
罰
は
平
安
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(1
)。

小
早
川
論
文
に
お
い
て
も
吉
宗
時
代
以
前
に
も
日
本
に
お

い
て
過
料
刑
に
あ
た
る
財
産
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
点
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
論
文
は
「
中
古
以
来
、
贖
銅
刑
の
系

統
を
引
く
過
怠
、
過
銭
刑
は
戦
国
時
代
の
領
国
法
、
例
へ
ば
新
加
制
式
、
長
曾
我
部
元
親
百
箇
条
等
、
二
三
の
領
国
法
の
上
に
散
見
し
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た
る
を
最
後
と
し
て
、
一
時
其
の
影
を
我
が
刑
罰
制
度
上
よ
り
、
没
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
吉
宗
は
過
料
刑
を
享
保
三
年
に
到
り

て
復
活
し
た
。」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る(2
)。

こ
の
よ
う
に
過
料
刑
に
対
す
る
贖
刑
の
影
響
を
認
め
る
研
究
は
近
世
法
史
上
、
吉
宗
が

初
め
て
過
料
刑
を
採
用
し
た
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
議
論
を
進
め
る
の
で
あ
る(3
)。

こ
う
し
た
吉
宗
が
過
料
刑
を
創
設
し
た
と
す
る
見
解
に
対
し
て
反
論
を
行
っ
た
研
究
が
、
金
田
平
一
郎
「
徳
川
幕
府
『
過
料
』
刑
小

考(4
)」【

金
田
過
料
刑
論
文
】
で
あ
る
。
同
論
文
は
江
戸
幕
府
に
お
い
て
幕
初
以
来
、
過
料
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
根
拠
と
し
て
、
慶
長
十

五
年
（
一
六
一
〇
）
よ
り
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
至
る
幕
府
に
お
け
る
過
料
刑
の
実
施
を
示
す
多
数
の
法
令
を
提
示
す
る(5
)。

そ
し
て

「
幕
府
法
上
の
過
料
刑
は
、
開
府
草
創
以
来
、
引
き
続
き
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
充
分
之
を
認
識
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
只

し
か
し
、
幕
府
法
上
の
過
料
刑
制
度
も
亦
、
他
の
諸
制
度
と
同
様
に
、
吉
宗
時
代
殊
に
「
公
事
方
御
定
書
」
に
依
つ
て
整
へ
ら
れ
、
此

時
を
以
て
、
そ
の
体
系
と
組
織
が
出
来
上
る
に
至
つ
た
の
で
あ
り
、
徳
川
前
半
期
の
そ
れ
は
、
甚
だ
雑
然
た
る
制
度
で
あ
つ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る(6
)。」

と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る(7
)。

同
論
文
で
提
示
さ
れ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
以
前
か
ら
幕
府
に
お
い
て
過
料
刑
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
前
掲
の
小
早
川
論
文
の
論
述
か
ら
は
、
藩
法
に
お
い
て
も
吉
宗
以
前
に
は
過
料
刑
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
田
過
料
刑
論
文
に
お
い
て
も
対
馬
藩
に
お
い
て
幕
初
か
ら
過
料
刑
が
活
用
さ
れ
て
い
た
点
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が(8
)、

実
際
に
は
多
数
の
藩
で
享
保
期
以
前
か
ら
過
料
刑
は
行
わ
れ
て
い
た(9
)。

藩
法
に
お
い
て
享
保
期
以
前
か
ら
過
料
刑
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
小
早
川
論
文
の
引
用
す
る
金
沢
藩
の
「
過
銭
」
に
関
す
る
史
料
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小

早
川
氏
は
吉
宗
が
過
料
刑
「
採
用
」
の
翌
年
、
享
保
四
年
に
過
料
刑
に
関
し
て
前
田
綱
紀
に
諮
問
し
、
回
答
を
得
て
い
る
点
を
重
視
さ

れ
、
以
下
に
引
用
す
る
史
料
を
示
さ
れ
て
い
る(10
)。
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当
該
史
料
で
は
金
沢
藩
の
「
過
銭
」
に
つ
い
て
、「
是
は
其
罪
を
あ
が
な
い
申
た
め
に
過
銭
差
出
候
儀
は
無
御
座
候
、
軽
き
者
末
々

に
は
加
様
の
儀
お
か
し
申
者
は
、
是
程
過
銭
出
候
様
に
と
の
儀
は
御
座
候
、
惣
て
御
領
国
御
刑
法
の
儀
は
、
御
先
代
よ
り
有
来
り
候
を

被
用
、
新
法
は
曾
て
無
御
座
候
」（『
松
雲
公
御
夜
話(11
)』）、「

成
程
過
銭
有
之
候
、
前
代
よ
り
右
之
通
候
、
か
ろ
き
者
、
町
人
、
百
姓
に
は

過
銭
有
之
、
少
に
て
も
重
き
者
に
は
過
銭
不
申
付
候
、
人
に
よ
り
申
と
申
義
は
無
之
、
兼
て
員
数
を
定
置
申
付
候
、
其
子
細
は
罪
に
よ

り
て
過
銭
多
く
申
付
、
つ
く
の
ひ
候
へ
ば
、
富
有
成
者
ハ
過
銭
次
第
、
咎
を
遁
候
様
に
罷
成
候
、
又
過
銭
は
国
中
之
道
路
・
川
除
・
橋

等
之
義
に
用
、
自
分
之
事
に
は
少
も
用
不
申
」（『
稽
古
紀
聞(12
)』）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

問
題
は
金
沢
藩
に
お
い
て
、
い
つ
か
ら
こ
の
「
過
銭
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。『
松
雲
公
御
夜
話
』
は
、
金
沢

藩
の
刑
法
は
先
代
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
用
い
て
お
り
、
新
法
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
て
お
り
、『
稽
古
紀
聞
』
に
お
い
て
も
ま
た
前
代

よ
り
過
銭
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
部
、
筆
者
に
よ
る
）。
こ
う
し
た
記
述
に
よ
れ
ば
金
沢
藩
に
お
い
て
は
綱
紀
以
前
か
ら

過
銭
は
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う(13
)。

小
早
川
氏
は
当
該
史
料
を
、
綱
紀
が
「
明
律
の
智
識
に
よ
り
て
」
吉
宗
の
諮
問
に

答
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
が(14
)、

少
な
く
と
も
過
銭
に
関
し
て
綱
紀
は
先
代
か
ら
の
金
沢
藩
の
法
に
基
づ
い
て
回
答
し
た
の
で
あ
り
、

幕
府
の
過
料
刑
と
贖
刑
と
の
関
係
を
論
証
す
る
史
料
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(15
)。

こ
の
よ
う
に
過
料
刑
は
吉
宗
以
前
か
ら
幕
府
や
諸
藩
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
刑
罰
で
あ
っ
た
。
従
来
の
諸
研
究
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
事
実
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
吉
宗
は
贖
刑
に
示
唆
を
得
た
新

規
の
刑
罰
と
し
て
過
料
刑
を
創
始
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
金
田
過
料
刑
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
過

料
刑
を
整
備
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
吉
宗
が
「
明
律
」
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
高
塩
論
文
や
小

林
両
論
文
で
示
さ
れ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
贖
刑
に
つ
い
て
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
次
章
で
は
吉
宗
の
周
辺
の
学
者
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ら
の
贖
刑
に
つ
い
て
の
評
価
を
検
討
し
、
吉
宗
が
関
心
を
抱
い
て
い
た
贖
刑
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。

(⚑
)
義
江
彰
夫
「
院
政
期
の
没
官
と
過
料
―
―
中
世
財
産
刑
形
成
前
史
―
―
」（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
下

巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
三
九
七
頁
以
下
参
照
。

(⚒
)
以
上
、
小
早
川
論
文
・
三
〇
頁
。

(⚓
)
小
林
氏
も
「
吉
宗
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
四
月
、
中
世
及
び
戦
国
期
に
は
存
在
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
後
、
徳
川
期
に
は
断
絶
し

て
い
た
過
料
刑
を
復
活
し
た
。」（
小
林
中
国
法
論
文
・
五
八
頁
）
と
同
様
の
見
解
を
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(⚔
)
蠟
山
政
道
編
『
国
家
学
会
五
十
周
年
記
念
国
家
学
論
集
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
七
年
）
所
収
。

(⚕
)
金
田
過
料
刑
論
文
・
一
〇
～
一
二
頁
参
照
。

(⚖
)
同
・
一
二
頁
。

(⚗
)
牧
英
正
氏
も
ま
た
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
過
料
」
の
項
目
（
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
六
七
六
・
六
七
七
頁
）
に
お
い
て

同
様
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
平
松
義
郎
氏
は
「
過
料
刑
は
吉
宗
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
吉
宗
は
こ
れ
を
主
に
博
奕
、
隠
売
女
の
刑
と
し

て
用
い
、
そ
の
適
用
を
漸
次
拡
大
し
た
が
、
こ
れ
は
追
放
刑
の
制
限
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。」（
平
松
義
郎
「
刑
罰
の
歴
史
―
―

日
本
（
近
代
的
自
由
刑
の
成
立
）
―
―
」
荘
子
邦
雄
・
大
塚
仁
・
平
松
義
郎
編
『
刑
罰
の
理
論
と
現
実
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
三

頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

(⚘
)
金
田
過
料
刑
論
文
・
四
頁
参
照
。

(⚙
)
吉
田
正
志
氏
は
「
敲
刑
と
入
墨
刑
が
明
律
に
示
唆
を
得
て
吉
宗
に
よ
っ
て
幕
府
法
の
な
か
に
体
系
立
て
て
導
入
さ
れ
た
に
せ
よ
、
わ
が
国

に
従
来
か
ら
類
似
し
た
肉
体
刑
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
は
あ
る
ま
い
か
。」（
吉
田
正
志
書
評
「
高
塩
博
著
「
江
戸
時

代
の
法
と
そ
の
周
縁
―
―
吉
宗
と
重
賢
と
定
信
と
」」『
法
制
史
研
究
』
第
五
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
五
頁
）
と
の
見
解
を
示
さ
れ
、
こ

れ
に
注
し
て
「
ち
な
み
に
、
過
料
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
仙
台
藩
で
は
、
す
で
に
元
禄
期
に
博
奕
犯
に
対
し
て
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
過
料

を
科
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
・
一
八
七
頁
（
⚖
））。
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後
に
明
律
系
の
藩
法
を
制
定
し
た
藩
を
例
に
す
る
と
、
熊
本
藩
で
は
延
宝
期
以
降
に
な
っ
て
過
怠
の
適
用
例
が
多
く
な
る
と
さ
れ
（
鎌
田

浩
『
熊
本
藩
の
法
と
政
治
』
創
文
社
、
一
九
九
八
年
、
二
九
三
頁
参
照
）、
会
津
藩
で
は
正
保
三
年
に
は
過
料
刑
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ

て
い
る
（
守
屋
浩
光
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
「
寛
刑
化
」
と
藩
政
の
確
立
（
一
）
―
―
相
馬
・
会
津
・
盛
岡
藩
を
題
材
に
―
―
」『
法
学

論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
頁
参
照
）。

(10
)
小
早
川
論
文
・
三
二
・
三
三
頁
参
照
。
ま
た
、
高
塩
「
和
歌
山
藩
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
成
立
」
三
八
四
頁
参
照
。

(11
)
近
藤
磐
雄
編
『
加
賀
松
雲
公
』（
一
九
〇
九
年
）
中
巻
・
七
〇
四
頁
。
句
点
は
筆
者
、
以
下
同
じ
。

(12
)
『加
賀
松
雲
公
』
中
巻
・
七
〇
七
頁
。

(13
)
『加
賀
松
雲
公
』
中
巻
は
、「
過
料
は
松
雲
公
以
前
。
間
々
之
を
用
い
た
る
こ
と
あ
り
。
公
親
政
の
初
め
。
大
に
其
法
を
修
正
し
。
爾
来
常

に
之
を
用
ひ
ら
れ
し
こ
と
。
其
将
軍
に
答
へ
ら
る
ゝ
所
の
如
し
。
而
し
て
将
軍
享
保
五
年
以
来
。
盛
ん
に
過
料
の
法
を
採
用
し
。
後
終
に
幕

府
の
定
制
と
な
れ
り
。
蓋
し
将
軍
公
の
説
に
拠
て
。
其
意
を
決
定
せ
ら
れ
し
も
の
な
る
へ
し
。」（
七
〇
九
頁
）
と
評
す
る
。

(14
)
小
早
川
論
文
・
三
三
頁
参
照
。

(15
)
ま
た
小
早
川
論
文
で
は
贖
刑
と
過
料
刑
と
の
関
係
を
示
す
傍
証
と
し
て
、
和
歌
山
藩
「
国
律
」
の
記
述
も
ま
た
示
さ
れ
て
い
る
が
（
三
二

頁
参
照
）、
こ
の
記
述
が
過
料
刑
に
関
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
点
に
つ
い
て
、
前
掲
拙
稿
「
近
世
藩
法
に
お
け
る
贖
刑
の
研
究
（
二
・
完
）」

六
「
和
歌
山
藩
「
国
律
」」（
三
）「
幕
府
の
過
料
刑
と
の
関
係
」
参
照
。

四

諸
学
者
の
贖
刑
論
と
吉
宗
へ
の
影
響

本
章
で
は
吉
宗
の
周
辺
で
活
躍
し
た
諸
学
者
の
贖
刑
評
価
と
、
彼
ら
お
よ
び
吉
宗
が
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
贖
刑
の
内
容
に

つ
い
て
前
稿(1
)の

内
容
を
踏
ま
え
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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小
林
両
論
文
に
お
い
て
は
過
料
刑
（
贖
刑
）
に
つ
い
て
、
榊
原
篁
洲
の
「
反
対
も
し
く
は
消
極
的
意
見
」
と
高
瀬
学
山
の
「
賛
成
も

し
く
は
積
極
的
意
見
」
と
い
う
対
立
軸
を
前
提
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た(2
)。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
贖
刑
の
具
体
的
な
内
容
に

関
し
て
は
、
小
林
過
料
刑
論
文
に
お
い
て
は
「
做
工
」
等
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
の(3
)、

参
訂
や
『
喜
朴
考
』
等
に
お
い
て

学
山
が
詳
細
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
よ
う
な
明
代
中
国
の
贖
刑
制
度
に
は
必
ず
し
も
十
分
に
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
前
記
拙
稿
に

お
い
て
は
、
篁
洲
や
学
山
の
論
に
現
れ
る
「
納
贖
」「
雜
犯
死
罪
」
等
の
語
に
つ
い
て
、
そ
し
て
彼
ら
が
反
対
あ
る
い
は
賛
成
し
よ
う

と
し
て
い
た
贖
刑
の
中
身
に
つ
い
て
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に
、
明
代
中
国
の
贖
刑
制
度
に
関
す
る
研
究
を
参
照
し
た
。

滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
明
の
贖
制
に
は
、「
律
贖
」
と
も
い
う
「
収
贖
」
と
、「
例
贖
」
と
も
い
う
「
贖
罪
」
ま
た
「
納
贖
」
の
区
別

が
あ
っ
た(4
)。

後
者
に
は
労
役
に
よ
る
「
工
役
」
ま
た
「
輸
作
」「
做
工
」
と
、
物
資
を
調
達
し
運
ん
で
納
入
す
る
「
運
納
」
が
あ
っ
た(5
)。

律
贖
は
特
定
の
対
象
に
対
し
て
大
き
な
恩
典
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
財
政
上
の
期
待
は
全
く
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
例
贖
は
「
真

犯
死
罪
」
を
除
く
刑
罰
一
般
に
適
用
さ
れ
、
労
働
力
と
物
資
の
確
保
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た(6
)。

こ
う
し
た
知
見
に
基
づ
い
て
榊
原
篁
洲
の
贖
刑
論
を
、
小
林
両
論
文
の
用
い
る
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
名
例
律
・
五
刑
条
の
注
釈
に

加
え
、
他
の
贖
刑
に
関
連
す
る
個
々
の
条
文
の
注
釈
を
も
参
照
し
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
篁
洲
が
贖
刑
に
つ
い
て
必
ず
し
も
否
定
的
な

見
解
の
み
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
『
大
明
律
例
諺
解
』
の
注
釈
に
お
い
て
篁
洲
は
律
贖
（
収

贖
）
に
関
し
て
は
批
判
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
と
小
林
両
論
文
で
参
照
さ
れ
た
五

刑
条
の
注
釈
か
ら
、
篁
洲
は
流
罪
の
「
納
贖
」（
例
贖
）
を
批
判
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
。

高
瀬
学
山
に
つ
い
て
も
篁
洲
と
同
様
に
こ
う
し
た
例
贖
を
中
心
と
す
る
明
代
中
国
の
制
度
を
踏
ま
え
て
贖
刑
を
肯
定
し
て
い
る
点
を

指
摘
し
た
。
小
林
両
論
文
に
お
い
て
も
学
山
が
「
仁
政
」
の
点
か
ら
贖
刑
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
点
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
を
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再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
著
作
の
『
大
明
律
例
訳
義
』
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
こ
う
し
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
確
認
し

た
。
そ
し
て
小
林
過
料
刑
論
文
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
贖
刑
に
関
す
る
学
山
の
見
解
は
「
蔡
伝
」
や
『
音
釈
』
等
の
『
尚
書
』
の
注

釈
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
「
明
律
」
の
注
釈
書
で
あ
る
『
大
明
律
附
例
』

（『
律
例
箋
釈
』）
の
論
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
点
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
拙
稿
に
お
い
て
は
荻
生
徂
徠
の
贖
刑
論
に
つ
い
て
も
新
た
に
検
討
の
対
象
と
し
た
。
徂
徠
が
『
政
談
』
に
お
い
て
過
料
刑
を

批
判
し
て
い
る
こ
と
は
、
金
田
過
料
刑
論
文
や
小
早
川
論
文
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
過
料
刑
批
判
論
が
同
時
に
贖
刑

導
入
論
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
は
財
産
を
徴
収
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
過
料
刑
に
は
反
対
す
る
の

で
あ
る
が
、
五
刑
に
基
づ
く
贖
刑
に
つ
い
て
は
、
日
本
律
や
「
唐
律
」、
明
代
の
制
度
を
挙
げ
て
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
篁
州
、
学
山
、
徂
徠
と
い
っ
た
吉
宗
が
そ
の
意
見
に
接
し
た
学
者
は
皆
、
贖
刑
に
つ
き
基
本
的
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
吉
宗
も
そ
の
内
容
を
深
く
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
制
定
し
た
「
公
事
方
御
定
書
」
は
こ
れ
ら
の

贖
刑
制
度
を
一
切
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
贖
刑
に
肯
定
的
な
多
数
の
学
者
の
意
見
に
接
し
、
自
ら
研
究
を
重
ね
な
が
ら
、
吉
宗
は

な
ぜ
そ
の
贖
刑
を
採
用
せ
ず
過
料
刑
を
存
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
諸
学
者
に
よ
る
「
明
律
」
研
究
の
成
果
を
参
照
し

た
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
の
よ
う
な
明
律
系
藩
法
の
多
く
は
、
贖
刑
制
度
や
そ
れ
に
類
似
し
た
刑
罰
制
度
を
設
け
て
い
た
。
吉
宗
は
な

ぜ
、
明
律
系
藩
法
の
よ
う
に
中
国
法
に
な
ら
っ
た
贖
刑
制
度
を
、
幕
府
法
に
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か(7
)。

小
林
過
料
刑
論
文
に
お
い
て
も
吉
宗
が
贖
刑
に
示
唆
を
得
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
な
く
、
軽
微
な
犯
罪
等
に
対
す
る

基
本
刑
と
し
て
過
料
刑
を
導
入
し
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
過
料
刑
が
吉
宗
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
吉
宗
が
贖
刑
の
採
用
を
退
け
た
理
由
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
次
章
で
は
こ
の
問

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）
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題
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

(⚑
)
拙
稿
「
近
世
日
本
の
贖
刑
論
の
一
考
察
」（
一
）（
二
）（
三
・
完
）（『
立
命
館
法
学
』
第
三
七
七
号
、
第
三
八
一
・
三
八
二
号
、
第
三
八
四

号
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
）。

(⚒
)
小
林
過
料
刑
論
文
・
七
〇
頁
参
照
。

(⚓
)
同
・
八
三
、
八
五
頁
参
照
。

(⚔
)
滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集
（
法
典
と
刑
罰
）』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
三
二
頁
参
照
。

(⚕
)
同
・
二
三
四
・
二
三
五
頁
参
照
。

(⚖
)
宮
澤
知
之
「
明
代
贖
法
の
変
遷
」（
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
国
の
刑
罰
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）
三
九
一
・
三
九
二

頁
参
照
。

(⚗
)
第
三
章
注
（
⚙
）
吉
田
書
評
に
お
い
て
も
、「
吉
宗
は
か
く
も
熱
心
に
明
律
を
勉
強
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
の
ち
の
熊
本
藩
が
し
た
よ
う

に
、
な
ぜ
そ
の
明
律
を
ま
る
ご
と
幕
府
法
に
導
入
し
な
か
っ
た
の
か
」（
一
八
三
頁
）
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

五

贖
刑
不
採
用
の
理
由

（
一
）
先
行
研
究
に
お
け
る
論
点

小
林
中
国
法
論
文
に
お
い
て
は
、
吉
宗
が
中
国
法
の
導
入
に
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。

第
一
の
理
由
は
、
日
中
の
国
情
の
相
違
で
あ
る
。
明
清
の
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
を
規
律
す
る
中
国
法
は
、
そ
の
ま
ま
導
入
で
き
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な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
小
林
氏
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
を
合
理
化
し
て
徒
刑
制
や
流
刑
制
を
採
用
す
る
に
は
、
追

放
刑
の
廃
止
と
戸
籍
制
度
の
完
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
官
吏
の
刑
罰
の
合
理
化
に
は
官
僚
機
構
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
明
清
律

の
よ
う
に
七
歳
以
下
の
幼
児
を
免
責
す
る
に
は
、
客
観
主
義
的
な
刑
法
観
の
払
拭
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
の
問
題
を
列
挙
さ
れ
て
い
る(1
)。

第
二
の
理
由
は
、
明
清
律
の
難
解
性
で
あ
る
。
同
論
文
で
は
荻
生
北
渓
等
の
当
時
の
中
国
法
研
究
者
が
律
の
難
解
性
に
言
及
し
、
安

易
な
国
政
へ
の
適
用
を
警
戒
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
国
法
を
「
よ
く
消
化
し
て
大
規
模
に
我
が
国
政
に
取
り
入
れ
、

且
つ
運
用
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
当
時
法
曹
の
学
問
的
水
準
は
ま
だ
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る(2
)」。

第
三
の
理
由
は
、
吉
宗
の
伝
統
法
尊
重
の
態
度
で
あ
る
。
吉
宗
は
家
康
を
尊
崇
し
て
お
り
、
そ
の
権
威
を
背
景
に
将
軍
の
も
つ
政
治

力
を
高
め
て
行
こ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
易
に
家
康
以
来
の
伝
統
法
を
改
め
て
中
国
法
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
に

は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る(3
)。

ま
た
、
こ
う
し
た
吉
宗
の
伝
統
法
尊
重
の
態
度
に
は
、
前
田
綱
紀
か
ら
の

影
響
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る(4
)。

以
上
は
、
吉
宗
が
中
国
法
を
全
面
的
に
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
に
関
す
る
総
論
的
な
説
明
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う(5
)。

過
料
刑
を
贖
刑
の
よ
う
な
換
刑
と
せ
ず
、
軽
微
な
犯
罪
等
へ
の
基
本
刑
と
し
た
理
由
、
す
な
わ
ち
贖
刑
の
不
採
用
の
理
由
に
関
し
て

今
一
度
、
小
林
過
料
刑
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
理
由
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
①
中
国
律
の
よ
う
な
刑
罰
体
系
を
確
立
し
、
そ
れ
に

対
応
し
た
財
貨
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
②
不
平
等
性
（
以
上
、
小
林
過
料
刑
論
文
・
四
）、
③
贖
刑
が
国
家
財
政

の
窮
乏
を
救
う
為
の
「
権
宜
」
の
手
段
と
み
な
さ
れ
た
た
め
、
④
贖
刑
に
つ
い
て
の
「
蔡
伝
」
の
解
釈
が
吉
宗
の
考
え
る
過
料
刑
の

性
質
と
一
致
し
た
た
め
（
以
上
、
同
・
五
）、
と
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

小
林
過
料
刑
論
文
の
主
な
問
題
関
心
は
、
吉
宗
や
幕
府
に
対
す
る
経
書
の
影
響
の
解
明
に
あ
り
、
吉
宗
の
贖
刑
の
不
採
用
に
関
し
て

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
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（
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も
④
の
「
蔡
伝
」
の
影
響
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
筆
者
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
理
由
、
す
な
わ
ち
小
林
過

料
刑
論
文
の
①
～
③
お
よ
び
小
林
中
国
法
論
文
で
提
示
さ
れ
た
理
由
こ
そ
が
、
よ
り
直
接
的
に
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
説
明
し
、
幕
府

法
、
近
世
法
の
性
質
を
鋭
く
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
小
林
氏
の
所
説
を
参
考
と
し
つ
つ
、
幕

府
の
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
以
下
の
四
つ
の
論
点
か
ら
説
明
を
試
み
た
い
と
思
う
。
第
一
は
、
小
林
過
料
刑
論
文
①
の
理
由
お
よ
び
小

林
中
国
法
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
日
中
の
国
情
の
相
違
と
関
わ
る
刑
罰
体
系
の
問
題
。
第
二
は
、
②
の
不
平
等
性
の
問
題
。
第
三
は
、

③
の
理
由
と
関
連
す
る
贖
刑
を
国
家
の
財
源
と
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
営
利
忌
避
の
思
想
。
第
四
は
、
小
林
中
国
法
論
文
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
た
伝
統
法
尊
重
、
す
な
わ
ち
古
法
墨
守
の
思
想
で
あ
る
。

（
二
）
刑
罰
体
系

小
林
氏
は
中
国
律
の
よ
う
な
刑
罰
体
系
を
設
け
る
こ
と
の
困
難
性
を
強
調
さ
れ
る
が
、
本
節
で
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
吉
宗
が
制

定
し
た
「
公
事
方
御
定
書
」
の
刑
罰
体
系
が
贖
刑
制
度
と
相
性
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

律
に
は
笞
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
「
五
刑
」
の
刑
罰
体
系
が
存
在
す
る
。
贖
刑
は
こ
う
し
た
五
刑
を
あ
が
な
う
も
の
で
あ
り
、
贖
刑

に
は
五
刑
と
の
対
応
関
係
が
存
在
す
る(6
)。

こ
の
よ
う
に
贖
刑
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
刑
罰
と
対
応
す
る
贖
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
小
林
過
料
刑
論
文
で
は
前
述
の
通
り
「
尤
罪
ノ
軽
重
ニ
因
テ
贖
銅
ノ
多
少
同
ジ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
高
瀬
学
山
の
見

解
を
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
荻
生
徂
徠
も
ま
た
『
政
談
』
で
「
古
の
贖
法
は
五
刑
の
法
を
立
置
、
夫
に
贖
の
多
少
を
わ
り
つ
け
置(7
)」

と
、

贖
刑
が
五
刑
と
対
応
し
た
贖
の
額
を
有
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
は
こ
う
し
た

贖
刑
が
対
応
す
べ
き
五
刑
の
体
系
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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｢唐
律
」
に
お
い
て
刑
罰
の
根
幹
を
な
す
の
は
「
五
刑
二
十
等
」
で
あ
り
、「
明
律
」
に
お
い
て
も
五
刑
は
規
定
さ
れ
て
い
た(8
)。

そ
し

て
こ
の
律
の
五
刑
は
名
例
律
の
規
定
に
よ
り
幾
等
加
・
減
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た(9
)。

以
上
の
よ
う
に
律
に
は
軽
重
関
係
が
明
確
な
刑
罰

体
系
が
存
在
し
た
の
で
あ
る(10
)。

転
じ
て
江
戸
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
は
平
松
義
郎
氏
に
よ
る
な
ら
ば
、
普
通
刑
罰
体
系
で
あ
る
「
通
例
之
御
仕
置
」
の
段
取
と
、
特
別

刑
罰
体
系
で
あ
る
「
盗
賊
御
仕
置
段
取
」
の
二
種
か
ら
な
っ
て
い
た(11
)。

こ
の
う
ち
普
通
刑
罰
体
系
は
「
科
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
が
特
定
し

て
い
な
い
基
本
的
な
体
系(12
)」

で
あ
り
、
磔
―
獄
門
―
死
罪
―
遠
島
―
重
追
放
―
中
追
放
―
軽
追
放
―
江
戸
十
里
四
方
追
放
―
江
戸
払
―

所
払
―
手
鎖
―
急
度
叱
・
叱
か
ら
な
る
。
特
別
刑
罰
体
系
は
主
と
し
て
盗
犯
等
に
対
す
る
も
の
で
、
敲
刑
と
入
墨
刑
か
ら
な
り
、
初
犯

敲
、
再
犯
入
墨
、
三
犯
死
罪
と
い
う
累
犯
処
罰
の
体
系
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
刑
罰
は
「
等
」
を
単
位
に
上
下
し
、
加
重
・
減
軽

が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
幕
府
刑
法
に
も
五
刑
の
よ
う
な
刑
罰
の
体
系
性
が
あ
る
程
度
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。「
公
事
方
御
定
書
」
の
立

法
技
術
や
法
体
系
に
関
し
て
は
律
令
法
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り(13
)、

こ
う
し
た
「
御
定
書
」
の
刑
の
加
重
減
軽
方
法
は

「
明
律
」
の
名
例
律
・
加
減
罪
例
条
の
規
定
に
学
ん
だ
も
の
と
さ
れ(14
)、

そ
し
て
個
々
の
刑
罰
に
お
い
て
も
、
特
別
刑
罰
体
系
を
構
成
す

る
敲
刑
や
入
墨
刑
は
「
明
律
」
の
笞
杖
刑
や
、
盗
犯
に
対
す
る
附
加
刑
で
あ
る
「
刺
字
」
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る(15
)。

し
か
し
な
が
ら
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
は
律
の
五
刑
の
よ
う
に
完
全
に
軽
重
関
係
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
制
度
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
平
松
氏
は
「
重
軽
の
体
系
は
「
御
定
書
」
以
降
も
完
全
に
整
う
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。」
と
し
て
、
火
罪
、

下
手
人
、
非
人
手
下
と
い
っ
た
特
定
の
犯
罪
だ
け
に
科
さ
れ
る
刑
罰
や
、
奴
、
剃
髪
等
の
適
用
さ
れ
る
場
合
が
比
較
的
稀
な
刑
罰
の
存

在
を
挙
げ
ら
れ
る(16
)。

こ
の
特
定
の
犯
罪
に
だ
け
科
さ
れ
る
刑
罰
と
い
う
性
格
は
、「
明
律
」
の
笞
杖
刑
か
ら
示
唆
を
受
け
て
導
入
さ
れ

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
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不
採
用
に
つ
い
て
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た
と
さ
れ
る
敲
刑
に
お
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
敲
刑
は
前
述
の
通
り
特
別
刑
罰
体
系
を
構
成
す
る
刑
罰
で(17
)、「

御
定
書
」

に
お
い
て
は
盗
犯
に
の
み
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る(18
)。

こ
れ
は
律
の
笞
杖
刑
が
盗
犯
以
外
に
も
多
く
の
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る

点
と
は
異
な
る(19
)。

以
上
の
よ
う
に
「
御
定
書
」
の
刑
罰
制
度
に
は
、
基
本
的
な
体
系
で
あ
る
普
通
刑
罰
体
系
に
属
す
る
刑
罰
の
ほ
か
に
、
特
定
の
犯
罪

だ
け
に
科
さ
れ
る
刑
罰
が
複
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
軽
重
関
係
が
不
明
確
な
幕
府
刑
法
の
刑
罰
制
度
に
従
う
限

り
、
刑
罰
の
重
さ
に
対
応
し
た
財
貨
の
額
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

名
古
屋
藩
の
国
学
者
の
河
村
秀
穎
は
そ
の
著
作
『
通
俗
徒
刑
解
』（
天
明
三
年
〔
一
七
八
三(20
)〕）

に
お
い
て
、
贖
刑
導
入
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

贖
罪
と
て
罪
の
代
り
に
金
銭
を
出
さ
せ
て
罪
を
あ
か
な
ふ
事
、
和
漢
と
も
に
古
来
よ
り
あ
る
事
な
り
、
当
時
に
行
れ
す
、
金
銭
を

罪
の
代
り
に
出
さ
す
る
事
、
何
と
や
ら
ん
上
の
貪
利
の
や
う
に
も
ひ
ゝ
く
ゆ
へ
如
何
な
れ
と
も
、
元
聖
人
の
な
せ
る
法
に
て
古
来

よ
り
和
漢
と
も
あ
る
事
な
れ
ハ
、
今
当
用
に
行
ふ
に
何
の
憚
事
あ
ら
ん
や
、
笞
杖
徒
流
等
の
刑
、
直
に
行
ひ
か
た
き
老
人
・
小

児
・
病
人
又
ハ
人
品
重
き
人
な
と
ハ
、
此
贖
刑
を
用
ひ
て
随
分
よ
か
る
へ
き
事
也
、
但
し
只
今
に
て
ハ
古
来
と
違
ひ
、
人
情
甚
姦

曲
に
成
り
、
種
々
謀
計
を
構
、
賄
賂
を
用
ひ
て
罪
を
遁
、
人
と
は
か
る
事
な
れ
ハ
、
贖
銅
行
る
ゝ
事
初
り
な
は
金
銀
模
通
あ
る
人

ハ
賄
賂
を
以
て
其
罪
を
遁
、
贖
に
て
済
さ
ん
と
色
々
計
る
へ
き
故
に
却
て
姦
謀
を
導
の
端
と
も
な
る
へ
き
故
、
兼
て
其
法
を
厳
重

に
究
め
、
是
々
の
人
品
是
々
の
罪
科
ハ
贖
を
ゆ
る
す
、
是
々
の
人
品
是
々
の
罪
科
ハ
贖
ハ
な
ら
す
、
直
ニ
刑
を
決
す
る
と
い
ふ
事

を
其
規
矩
を
た
し
か
に
極
め
、
人
に
も
知
し
し
め
た
る
う
へ
に
贖
罪
行
ハ
れ
す
ハ
、
成
ル
間
敷
事
な
る
へ
し(21
)、
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秀
穎
は
和
漢
と
も
に
古
来
よ
り
存
在
し
た
贖
罪
が
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
贖
罪
は
「
上
の
貪
利
」
の
よ
う
で
あ
る
が
、

元
は
聖
人
の
な
せ
る
法
で
あ
り
、
和
漢
と
も
に
古
来
よ
り
あ
る
制
度
で
あ
る
と
し
て
、
笞
杖
徒
流
の
刑
を
直
接
行
い
難
い
者
に
贖
刑
を

適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
秀
穎
も
ま
た
贖
刑
の
適
用
対
象
と
し
て
、「
笞
杖
徒
流
」
と
い
う
五
刑
の
刑
罰
を
掲
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
老
人
・
小
児
・
病
人
又
ハ
人
品
重
き
人
」
は
、「
唐
律
」
や
「
明
律
」
に
お
け
る
収
贖
の
対
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
官
吏

や
幼
年
者
の
処
罰
に
関
し
て
小
林
中
国
法
論
文
で
は
官
僚
制
の
整
備
や
客
観
主
義
的
な
刑
法
観
の
払
拭
が
必
須
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

が
、
贖
刑
導
入
に
あ
た
っ
て
も
こ
う
し
た
問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
秀
穎
の
意
見
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で

は
さ
ら
に
裕
福
な
者
の
賄
賂
に
よ
る
贖
罪
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
の
適
用
基
準
を
定
め
て
、
そ
れ
を
人
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
て
い
る
が
、
刑
罰
体
系
の
問
題
を
含
め
こ
う
し
た
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(22
)。

（
三
）
不
平
等
性

榊
原
篁
洲
が
『
大
明
律
例
諺
解
』
で
贖
刑
批
判
の
理
由
と
し
て
、「
蔡
伝
」
等
を
受
け
て
贖
刑
の
不
平
等
性
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
や
、

前
田
綱
紀
が
金
沢
藩
の
「
過
銭
」
に
関
し
て
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
小
林
両
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
先
に

引
用
し
た
河
村
秀
穎
の
『
通
俗
徒
刑
解
』
に
お
い
て
も
、
裕
福
な
者
の
賄
賂
に
よ
る
贖
罪
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
贖
刑

の
不
平
等
性
へ
の
警
戒
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

寺
島
良
安
の
『
和
漢
三
才
図
会
』（
正
徳
二
年
〔
一
七
一
二
〕
自
序
）
に
は
贖
刑
に
つ
い
て
、「
金
を
納
め
て
罪
を
免
ぜ
ら
る
る
を
贖

（
音
熟
阿
加
奈
布
）
と
曰
ふ
。
舜
典
に
曰
く
、
金
を
以
つ
て
刑
罪
を
贖
ふ
こ
と
は
、
舜
よ
り
始
ま
る
。
△
按
ず
る
に
、
贖
は
（
俗
に
云
ふ
、

頸
銭
）
近
世
絶
へ
て
之
れ
を
用
ゐ
ず
。
富
人
の
如
き
は
、
贖
ひ
易
く
罪
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
ざ
る
な
り
。
往
古
贖
銅
を
定
む
。
…
…
」

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

二
一

708 (1800)



（
巻
第
二
十
二
「
刑
罰(23
)」）

と
い
う
説
明
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
近
年
、
贖
刑
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
贖
う
こ
と
の
容
易
な
裕
福

な
者
が
罪
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
な
く
な
る
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
時
代
に
お
け
る
贖
刑
不
存
在
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
不
平

等
性
に
着
目
し
た
意
見
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
贖
刑
の
不
平
等
性
を
問
題
視
す
る
説
は
、
近
世
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
贖
刑
の
不
平
等
性
を
解
消
す
る
に
あ
た
っ
て
は
高
瀬
学
山
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
明
代
の
贖
刑
制
度
に
倣
っ
て
、
財
力

の
無
い
者
に
対
す
る
「
做
工
」
等
の
労
役
の
制
度
を
整
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
小
林
中
国
法
論
文
で
提
示
さ
れ
て
い
た

よ
う
な
徒
刑
制
度
の
導
入
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(24
)。

（
四
）
営
利
忌
避

小
林
過
料
刑
論
文
に
お
い
て
は
学
山
の
意
見
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
贖
刑
が
国
家
財
政
の
た
め
の
「
権
宜
」
の
手
段

と
み
な
さ
れ
た
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
贖
刑
が
財
政
目
的
の
制
度
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
も
不
採
用
の
原
因
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
に
掲
げ
た
『
通
俗
徒
刑
解
』
は
贖
刑
を
「
上
の
貪
利
」
と
否
定
的
に
み
な
す
見
解
の
存
在
に
触
れ
て
い
た
が
、

海
保
青
陵
は
『
稽
古
談
』（
文
化
十
年
〔
一
八
一
三
〕）
に
お
い
て
、
同
時
代
に
お
け
る
贖
刑
不
存
在
の
理
由
に
つ
い
て
「
利
」
と
の
関
係

で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

扨
一
体
、
吾
国
家
ニ
ハ
利
ヲ
ケ
ガ
ラ
ワ
シ
ト
シ
テ
ス
テ
ル
風
也
。
ユ
ヘ
ニ
贖
刑
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
キ
レ
イ
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、

下
ノ
金
ヲ
上
ヘ
マ
キ
上
ル
ニ
ハ
、
勝
手
甚
ア
シ
ヽ
。
…
…
唯
、
マ
キ
上
ル
ニ
法
ア
リ
。
贖
刑
ハ
其
処
也
。
吾
国
家
ニ
ハ
贖
刑
ナ
ク
、
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売
爵
ナ
ク
、
其
上
ニ
一
々
御
買
上
ゲ
ト
云
法
ニ
テ
、
金
ノ
上
ヨ
リ
下
ヘ
サ
ガ
ル
バ
カ
リ
ナ
リ
。
唯
、
過
料
一
箇
条
ア
リ
。
サ
レ
ド

モ
コ
レ
ハ
甚
サ
ヽ
イ
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
中
々
上
ヘ
マ
キ
ア
ゲ
ル
ト
云
フ
万
ニ
分
ノ
一
モ
用
ニ
立
ヌ
コ
ト
也
。
大
名
家
ニ
テ
モ
国
家

ノ
制
ニ
ナ
ラ
ワ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ユ
ヘ
ニ
、
外
ニ
マ
キ
ア
ゲ
ル
法
ヲ
立
ル
コ
ト
ナ
ラ
ズ
、
唯
過
料
バ
カ
リ
也
。
此
過
料
ノ
イ

ロ
〳
〵
ニ
シ
テ
用
ヒ
バ
、
贖
刑
ノ
ヨ
ウ
ナ
ル
ベ
キ
也(25
)。

青
陵
は
贖
刑
を
金
を
「
マ
キ
上
ル
」
手
段
と
し
て
と
ら
え
て
い
る(26
)。

そ
し
て
、
幕
藩
に
こ
う
し
た
贖
刑
制
度
が
存
在
せ
ず
、
些
細
な

過
料
刑
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る(27
)。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
利
を
忌
避
す
る
思
想
が
あ
る
ゆ
え
に
贖
刑
が

存
在
し
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
収
利
的
行
為
が
軽
視
・
蔑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
金
公
事
」
債
権

の
保
護
の
弱
さ
と
の
関
連
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る(28
)。

こ
の
よ
う
に
司
法
に
お
い
て
営
利
が
忌
避
さ
れ
た
こ
と
は
、
贖
刑
に

対
す
る
抵
抗
を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

江
戸
時
代
の
裁
判
に
つ
い
て
は
「
司
法
の
財
源
化
」
現
象
の
不
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(29
)。

幕
府
は
民
事
裁
判
に
お
い
て
は
訴
訟
手
数

料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た(30
)。「

為
政
者
は
、
た
と
え
訴
訟
手
数
料
と
い
う
貴
重
な
収
入
源
を
犠
牲
に
し
て
も
、
ま
た
出
訴
数
の

増
加
が
招
来
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
を
犯
し
て
ま
で
も
、
恩
恵
に
よ
る
裁
判
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
堅
持
す
る
た
め
、
訴
訟
手

数
料
を
徴
収
し
な
か
っ
た(31
)」。

こ
う
し
た
司
法
を
財
源
と
し
な
い
観
念
の
存
在
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
幕
府
が
あ
え
て
財
政
目
的
と
も

評
価
さ
れ
得
る
贖
刑
を
導
入
し
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
贖
刑
の
よ
う
な
制
度
は
営
利
に
否
定
的
な
幕

府
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る(32
)。

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
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つ
い
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の
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（
五
）
古
法
墨
守

小
林
中
国
法
論
文
に
お
い
て
は
、
吉
宗
が
家
康
を
尊
崇
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
伝
統
法
を
改
め
る
の
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
前
述
の
通
り
、
同
論
文
を
含
め
江
戸
幕
府
の
過
料
刑
と
贖
刑
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
研
究
は
、
過
料
刑
を
江
戸
幕
府
史

上
、
吉
宗
の
時
代
に
初
め
て
創
設
さ
れ
た
刑
罰
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
過
料
刑
は
幕
初
以
来
の
「
古

法
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
従
来
論
じ
ら
れ
て
い
た
以
上
に
、
こ
の
吉
宗
の
伝
統
法
尊
重
の
態
度
は
贖
刑
の
不
採
用
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
世
法
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
古
法
墨
守
の
思
想
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
服
藤
弘
司
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る(33
)。

吉
宗
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
に
よ
っ
て
戦
国
以
来
の
刑
法
た
る
古
法
の
改
廃
に
取
り
組
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
吉
宗
に
お
い

て
す
ら
「
古
法
こ
そ
正
法
と
い
う
考
え
を
捨
て
切
れ
な
か
っ
た(34
)」。「

御
定
書
」
も
古
法
の
抜
本
的
改
革
で
は
な
く
、「
近
世
幕
藩
体
制

国
家
の
施
政
の
根
本
た
る
古
法
墨
守
の
思
想
が
な
お
重
く
押
し
か
か
り
、
不
合
理
性
・
非
効
果
性
を
十
分
承
知
し
な
が
ら
、
容
易
に
こ

れ
が
克
服
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た(35
)」。

こ
の
よ
う
な
吉
宗
と
「
御
定
書
」
の
限
界
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
幕
府
刑
法
の
刑
罰
体
系
や
営
利
忌
避
の
思
想
を
改
め
、

贖
刑
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
よ
り
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
法
墨
守
の
思
想
を
捨
て
切
れ
な
か
っ
た
吉
宗
が
、
新
た
に

財
産
刑
を
拡
張
す
る
に
あ
た
っ
て
外
国
法
由
来
の
新
制
度
で
あ
る
贖
刑
よ
り
も
、
幕
初
以
来
行
わ
れ
て
き
た
過
料
刑
を
選
択
し
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る(36
)。

な
お
、
近
世
に
お
い
て
実
際
に
贖
刑
制
度
を
有
し
て
い
た
明
律
系
の
藩
法
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
は
贖
刑
と
対
応
す
る
五

刑
に
倣
っ
た
刑
罰
体
系
を
備
え
て
お
り
、
労
役
に
よ
り
贖
刑
を
代
替
す
る
制
度
を
も
設
け
て
い
た(37
)。

こ
の
よ
う
に
明
律
系
藩
法
を
制
定
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し
た
諸
藩
の
多
く
は
、
本
章
で
指
摘
し
た
刑
罰
体
系
や
不
平
等
性
の
問
題
を
解
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
国
刑
法
を
模
倣

し
た
諸
藩
は
、
幕
府
や
「
公
事
方
御
定
書
」
に
範
を
求
め
た
諸
藩
に
対
し
大
幅
に
古
法
を
改
廃
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る(38
)。

こ
う
し
た

点
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
の
不
採
用
の
要
因
は
、
究
極
的
に
は
古
法
墨
守
の
思
想
に
収
斂
す
る
も
の
と
し
て
と
ら

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(⚑
)
小
林
中
国
法
論
文
・
三
五
・
三
六
頁
参
照
。

(⚒
)
同
・
三
七
頁
。

(⚓
)
同
・
三
七
頁
参
照
。

(⚔
)
同
・
三
七
・
三
八
頁
参
照
。

(⚕
)
こ
の
ほ
か
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
法
文
化
の
な
か
の
創
造
性
―
―
江
戸
時
代
に
探
る
―
―
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
所

収
、
小
林
宏
「
徳
川
吉
宗
と
法
の
創
造
」
一
三
～
一
五
頁
、
お
よ
び
、
第
二
部
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
一
九
三
～
一
九
七
頁
参
照
。
前
者
は
、
小

林
前
掲
『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
』
第
二
巻
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(⚖
)
八
重
津
洋
平
「
魏
晋
南
北
朝
の
贖
刑
制
度
」（『
法
と
政
治
』
第
一
四
巻
第
四
号
、
一
九
六
四
年
）
二
八
・
二
九
頁
参
照
。

(⚗
)
平
石
直
昭
校
注
『
政
談
―
―
服
部
本
』
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
九
九
頁
。

(⚘
)
滋
賀
秀
三
『
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
』
訳
註
日
本
律
令
五
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
）
三
〇
頁
、
奥
村
郁
三
『
日
本
史
上
の
中
国
金

印
・
那
須
国
造
碑
・
飛
鳥
・
新
律
綱
領
・
令
集
解
』（
阿
吽
社
、
二
〇
一
五
年
）
所
収
「
新
律
綱
領
と
明
律
」
一
九
〇
～
一
九
二
頁
参
照
。

「
明
律
」
の
五
刑
と
贖
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
陶
安
あ
ん
ど
「
中
国
刑
罰
史
に
お
け
る
明
代
贖
法
―
―
唐
律
的
「
贖
刑
」
概
念
と
の
比
較

―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
七
巻
第
四
号
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
贖
罪
（
旧
中
国
の
）」（『
歴
史
学
事
典
』
第
九
巻
法
と
秩
序
、
弘
文
堂
、

二
〇
〇
二
年
、
三
四
九
・
三
五
〇
頁
）、
石
岡
浩
・
川
村
康
・
七
野
敏
光
・
中
村
正
人
『
史
料
か
ら
見
る
中
国
法
史
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇

一
二
年
）
六
〇
・
六
一
頁
参
照
。

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

二
五

704 (1796)



(⚙
)
滋
賀
前
掲
『
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
』
三
〇
、
三
三
三
・
三
三
四
頁
参
照
。

(10
)
牧
英
正
「
鎌
倉
幕
府
の
国
家
的
権
力
と
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
」（
法
制
史
学
会
編
『
刑
罰
と
国
家
権
力
』
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
は
、
こ

う
し
た
律
の
五
刑
の
性
格
を
指
摘
し
、
鎌
倉
幕
府
法
の
刑
罰
に
律
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
体
系
が
存
在
し
な
か
っ
た
点
を
論
証
し
て
い
る

（
七
六
～
八
六
頁
参
照
）。

(11
)
以
下
、
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
九
一
二
～
九
一
九
頁
、
同
『
江
戸
の
罪
と
罰
』（
平
凡
社
、

二
〇
一
〇
年
）
所
収
「
人
足
寄
場
の
成
立
と
変
遷
」
一
八
八
～
一
九
〇
頁
参
照
。

(12
)
平
松
「
人
足
寄
場
の
成
立
と
変
遷
」
一
八
九
頁
。

(13
)
小
林
前
掲
『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
』
第
二
巻
所
収
「
徳
川
吉
宗
の
立
法
技
術
―
―
律
令
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
導
入
に

寄
せ
て
―
―
」
一
〇
八
頁
以
下
、
高
塩
博
『
江
戸
幕
府
法
の
基
礎
的
研
究
《
論
考
篇
》』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
「「
公
事
方
御
定

書
」
の
法
体
系
と
律
令
法
―
―
徳
川
吉
宗
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
―
―
」
三
八
七
頁
以
下
参
照
。

(14
)
高
塩
『
江
戸
幕
府
法
の
基
礎
的
研
究
《
論
考
篇
》』
所
収
「
江
戸
時
代
享
保
期
の
明
律
研
究
と
そ
の
影
響
」
七
三
・
七
四
頁
参
照
。

(15
)
小
早
川
論
文
・
三
四
～
三
七
頁
、
小
林
中
国
法
論
文
・
五
一
～
五
三
頁
、
高
塩
博
『
江
戸
幕
府
の
「
敲
」
と
人
足
寄
場
―
―
社
会
復
帰
を

め
ざ
す
刑
事
政
策
―
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
所
収
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
「
敲
」
と
「
入
墨
」
の
刑
罰
」
参
照
。

(16
)
平
松
「
人
足
寄
場
の
成
立
と
変
遷
」
一
八
八
・
一
八
九
頁
。

(17
)
平
松
氏
に
よ
れ
ば
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
、
入
墨
重
敲
―
入
墨
敲
―
入
墨
―
重
敲
―
敲
と
い
う
体
系
が
確
立
し
た
。
敲
は
所
払
、
重

敲
は
江
戸
払
と
同
等
と
見
ら
れ
た
が
、
入
墨
以
上
は
普
通
刑
罰
体
系
と
の
関
連
は
な
か
っ
た
（
平
松
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
九
一
四
・

九
一
五
頁
参
照
）。

(18
)
｢御
定
書
」
に
お
い
て
敲
刑
が
盗
犯
以
外
の
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
の
は
「
悪
賽
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
唯
一
と
さ
れ
る
（
高
塩
「
江
戸
幕
府

法
に
お
け
る
「
敲
」
と
「
入
墨
」
の
刑
罰
」
四
二
頁
（
14
）
参
照
）。
の
ち
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
敲
刑
は
博
奕
犯
に
も
科
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
（
同
・
三
〇
・
三
一
頁
参
照
）。

(19
)
後
述
の
『
通
俗
徒
刑
解
』
に
お
い
て
河
村
秀
穎
は
幕
府
と
名
古
屋
藩
の
敲
刑
に
言
及
し
て
、「
し
か
れ
と
も
盗
賊
計
に
行
れ
て
外
の
犯
科
に

二
六
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用
ら
れ
す
、
又
女
に
用
ひ
ら
れ
ぬ
也
、
笞
杖
の
罪
ハ
盗
賊
に
か
き
ら
す
、
都
て
軽
罪
に
ハ
用
ひ
度
事
也
、」（
小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
熊
本
藩

法
制
史
料
集
』
創
文
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
〇
六
頁
）
と
述
べ
て
、
敲
刑
が
盗
犯
に
し
か
科
さ
れ
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
律
の
笞
杖
刑
の

よ
う
に
広
く
軽
罪
に
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
名
古
屋
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
て
は
、
高
塩
前
掲
『
江
戸
幕
府
の
「
敲
」
と
人
足

寄
場
』
所
収
「「
敲
」
の
刑
具
に
つ
い
て
―
―
「
敲
箒
」
と
「
箒
尻
」
―
―
」
九
四
～
九
六
頁
参
照
。

(20
)
前
掲
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』
高
塩
博
「
史
料
解
題
」
一
一
八
・
一
一
九
頁
参
照
。

(21
)
『熊
本
藩
法
制
史
料
集
』
一
二
〇
六
・
一
二
〇
七
頁
。

(22
)
た
と
え
ば
、
贖
刑
の
適
用
要
件
を
人
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
お
い
て
法
が
秘
密
と
さ
れ
て
い
た
点
と
抵
触
す
る

と
思
わ
れ
る
。
三
浦
周
行
『
法
制
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
）
所
収
「
歴
代
法
制
の
公
布
と
其
公
布
式
」
一
二
四
頁
以
下
、
平

松
前
掲
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
所
収
「
近
世
法
」
三
一
頁
、
大
平
祐
一
「
近
世
の
訴
訟
、
裁
判
制
度
に
つ
い
て
」（『
法
制
史
研
究
』
第
四
一
号
、

一
九
九
一
年
）
一
六
七
頁
参
照
。

(23
)
『日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
八
巻
和
漢
三
才
図
会
（
一
）（
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
三
九
六
頁
。
ま
た
、
島
田
勇
雄
・
竹
島

淳
夫
・
樋
口
元
巳
訳
注
『
和
漢
三
才
図
会
』
四
（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
三
七
五
頁
参
照
。

(24
)
徒
刑
制
度
の
不
採
用
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
小
林
中
国
法
論
文
・
六
五
頁
（
⚕
）
も
ま
た
参
照
。

(25
)
『日
本
思
想
大
系
』
44
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
蔵
並
省
自
校
注
『
稽
古
談
』
三
〇
三
・
三
〇
四
頁
。

(26
)
ま
た
、
同
書
・
三
一
九
頁
参
照
。
こ
う
し
た
海
保
青
陵
の
思
想
に
つ
い
て
、
竹
林
庄
太
郎
「
海
保
青
陵
の
商
業
思
想
（
二
）」（『
同
志
社
商

学
』
第
二
七
巻
第
五
号
、
一
九
七
六
年
）
八
九
頁
参
照
。

(27
)
前
述
の
よ
う
に
同
時
期
に
お
い
て
は
明
律
系
の
一
部
の
藩
法
が
贖
刑
制
度
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
大
名
家
に
も
過
料
刑
し
か
存
在
し

な
い
と
す
る
説
は
誤
り
で
あ
る
。

(28
)
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
「「
金
公
事
」
債
権
の
保
護
」
一
五
五
頁
以
下
参
照
。

(29
)
陶
山
宗
幸
「
江
戸
幕
府
の
刑
事
内
済
―
―
傷
害
罪
の
検
討
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
法
制
史
研
究
』
第
四
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
〇
三

頁
参
照
。「「
司
法
の
財
源
化
」
現
象
と
は
、
西
欧
中
世
の
裁
判
に
み
ら
れ
る
犯
罪
者
か
ら
の
財
産
没
収
や
裁
判
手
数
料
等
が
裁
判
権
者
の
収

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

二
七

702 (1794)



益
と
な
る
現
象
を
い
う
。」（
同
・
一
〇
四
頁
（
12
））。

(30
)
近
世
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
藩
と
奉
行
所
で
は
「
公
事
銭
」
を
徴
収
し
て
い
た
が
、
そ
の
多
く
が
近
世
初
期
に
消
滅
し
た
。
吉
田
正
志

「
近
世
公
事
銭
に
関
す
る
一
試
論
―
―
二
本
松
藩
の
事
例
を
中
心
に
し
て
―
―
」（『
法
学
』
第
五
一
巻
第
五
号
、
一
九
八
七
年
）
五
七
・
五
八
、

八
五
～
八
七
頁
、
同
「
賭
け
と
裁
判
―
―
湯
起
請
・
鉄
火
・
起
請
文
・
公
事
銭
―
―
」（
前
掲
『
法
文
化
の
な
か
の
創
造
性
』
所
収
）
八
三
～

八
六
頁
参
照
。

(31
)
吉
田
「
近
世
公
事
銭
に
関
す
る
一
試
論
」
九
二
頁
。

(32
)
な
お
過
料
刑
に
つ
い
て
金
田
過
料
刑
論
文
は
、「
そ
の
科
刑
の
目
的
に
、
財
政
目
的
は
存
し
な
か
つ
た
」
と
し
て
い
る
（
一
四
頁
）。

(33
)
服
藤
弘
司
『
幕
府
法
と
藩
法
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）
第
一
章
第
三
節
「
古
法
の
墨
守
」、
同
『
刑
事
法
と
民
事
法
』（
創
文
社
、
一
九

八
三
年
）
第
一
編
第
三
章
「
公
事
方
御
定
書
の
制
定
と
そ
の
意
義
」、
同
第
五
章
「
古
法
墨
守
の
実
態
」
参
照
。

(34
)
服
藤
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
六
〇
頁
。

(35
)
同
書
・
二
四
五
頁
。
同
箇
所
で
は
特
に
追
放
刑
の
未
克
服
と
い
う
理
由
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(36
)
小
林
中
国
法
論
文
に
お
い
て
は
、「
吉
宗
に
よ
る
中
国
法
導
入
の
方
法
は
、
最
初
か
ら
律
の
体
系
に
基
づ
い
て
伝
統
法
を
そ
れ
に
当
て
は
め
、

全
面
的
に
幕
府
法
を
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（
六
〇
頁
）
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(37
)
以
上
、
前
掲
拙
稿
「
近
世
藩
法
に
お
け
る
贖
刑
の
研
究
（
二
・
完
）」
七
「
お
わ
り
に
」
参
照
。

(38
)
服
藤
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
二
四
五
頁
参
照
。

六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
小
早
川
論
文
以
下
、
江
戸
幕
府
の
過
料
刑
と
中
国
法
の
贖
刑
と
の
関
連
を
認
め
る
諸
研
究
を
整
理
し
、
こ
う
し
た
諸
研
究

二
八
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が
い
ず
れ
も
徳
川
吉
宗
が
享
保
期
に
新
た
に
幕
府
法
の
刑
罰
と
し
て
過
料
刑
を
導
入
し
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
し
か
し
こ
の
前
提
は
誤
り
で
あ
り
、
過
料
刑
が
吉
宗
以
前
か
ら
幕
藩
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
し
て
吉
宗
が
贖
刑
を
導
入
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
贖
刑
制
度
と
相
性
の
悪
い
幕
府
刑
法
の
刑
罰
体
系
、
贖
刑
の
不
平
等
性
、
営

利
を
忌
避
す
る
思
想
、
そ
し
て
、
新
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
幕
府
の
古
法
墨
守
の
思
想
を
挙
げ
た
。

従
来
の
研
究
は
徳
川
吉
宗
に
よ
る
過
料
刑
の
「
創
設
」
を
前
提
と
し
、
そ
の
「
創
設
」
に
贖
刑
か
ら
の
示
唆
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
吉
宗
は
過
料
刑
を
創
設
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
法
と
そ
の
贖
刑
制
度
に
つ
い
て
卓
越
し
た
知
識
を
有
し
て
い
た

吉
宗
が
、
あ
え
て
旧
来
の
古
法
で
あ
る
過
料
刑
を
存
置
し
、
贖
刑
の
採
用
を
退
け
た
と
い
う
事
実
に
こ
そ
、
本
稿
で
贖
刑
不
採
用
の
理

由
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
な
幕
府
法
を
特
徴
付
け
る
重
要
な
点
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
過
料
刑
は
贖
刑
に
直
接
由
来
す
る
刑
罰
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
金
田
過
料
刑
論
文
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
時
代
に
「
公
事

方
御
定
書
」
に
よ
っ
て
過
料
刑
制
度
は
整
え
ら
れ
、
以
降
、
増
加
し
た
と
さ
れ
る(1
)。

ま
た
、
小
林
過
料
刑
論
文
に
よ
れ
ば
、
過
料
刑
を

比
較
的
軽
微
な
犯
罪
や
行
政
犯
に
対
し
て
の
み
適
用
し
た
こ
と
や
、「
応
分
過
料
」
や
納
付
困
難
者
に
対
す
る
手
鎖
に
よ
る
代
替
等
の

制
度
に
関
し
て
、
篁
洲
や
学
山
、
綱
紀
等
の
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
吉
宗
が
中
国
法
か
ら
い
か
な
る
示
唆
を
得
て

過
料
刑
の
改
善
を
図
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(⚑
)
金
田
過
料
刑
論
文
・
一
二
、
二
一
～
二
四
頁
参
照
。

江
戸
幕
府
に
お
け
る
贖
刑
不
採
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
片
保
）

二
九
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